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参考資料５ 

立地適正化計画について（誘導区域等） 

１ 制度の背景及び趣旨 

 人口減少下でも市街化が拡大し、中心市街地の空洞化が見られるとともに医療、福祉、

商業等の都市機能を支える人口密度の維持が困難になることが予想される。 

 一定の人口密度を維持するエリア（居住誘導区域）や都市機能を維持する拠点（都市機

能誘導区域）を定め、これらの拠点を公共交通で結び、コンパクト・プラス・ネットワー

クを目指す。 

 都市機能誘導区域には、都市機能を増進させる施設（誘導施設）を設定し、各種施策や

届出（※）により、緩やかに立地を誘導する。 

※ 居住誘導区域外での住宅開発等、都市機能誘導区域外で誘導施設を建築する場合に届

出義務あり。 

 都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つため、都市計画マスタープラン

の一部とみなす（※）。 

※ 「（都市計画マスタープランが）改定時期を迎えている場合には、市町村マスタープラ

ンに立地適正化計画の記載事項も盛り込んで作成することが望ましい。」（都市計画運用

指針） 

（国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」より） 

２ 本市の状況 

 市域面積も小さく、市全域が人口集中地区（ＤＩＤ※）であり、人口密度が約９０人／

ｈａ。 

※ 人口密度が１ｈａ当たり４０人以上を基本単位とし、隣接した地域の人口が５，００

０人以上を有する地域 
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 医療、福祉、商業等の一定の都市機能が徒歩１０分程度の圏内にある。 

 市域のほとんどが公共交通徒歩圏（※）にある。 

※ 国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック」では、鉄道駅は８００ｍ、バス

停は３００ｍを徒歩圏としている。 

■ 医療施設 

（病院半径８００ｍ、診療所半径４００ｍ）

■ 介護施設（半径８００ｍ） 

■ スーパー（半径８００ｍ）・コンビニ（半

径４００ｍ） 

■ 飲食店（半径４００ｍ） 
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３ 本市で立地適正化計画を策定した目的 

「本市がこれまで取り組んできた土地利用施策をはじめとする各種施策を踏襲しつつ、生

活に必要な都市機能や居住機能の配置を示し、施設の更新及び既存ストックを活用するとと

もに、特に人口減少、高齢化への対応という視点も含め持続可能な都市構造をめざすため、

新たな誘導施策を活用し、各種施設を緩やかに誘導することで、『尼崎市都市計画マスター

プラン』で示した持続可能なまちづくりに取り組んでいきます。」（現行計画１－１より） 

（参考）策定当時の背景 

 本市の拠点整備に係る事業の予定があった。 

・ 市制１００周年記念事業として城内地区の整備事業 

・ 「学びと育ちを支援する拠点」として旧聖トマス大学跡地の整備事業 

４ 立地適正化計画の構成（下図「検討の進め方」１～１０） 

（国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」より） 

５ 誘導区域及び誘導施設（資料２第３章） 

 居住誘導区域 

 すでにほぼ全ての市域が市街化されている中で、居住エリアをコンパクト化するもので

はないことから、以下のエリアを除き、居住誘導区域としている（※）。 

ア 産業機能の保全を目的に、産業集積として維持すべきエリア 

イ 貴重な水辺と緑の自然空間 

※ 本市は洪水や高潮、津波の被害を受けやすい地形となっており、災害リスクが高いエ

リアも存在するものの、ハード面の整備とともに、ソフト面の双方で災害対策に取り組

んでいることから、そういった区域も居住誘導区域に含めている。 

都市計画マスタープランの 

改定に合わせて検討 

資料２第３章 

令和２年度の都市再生特別 

措置法改正に伴い努力義務化 

（現在作成中） 
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（参考１）改定のイメージ 

 現行の居住誘導区域内外において、大きな土地利用の変化は生じていないことから、

基本的な考え方は継承。ただし、災害リスクが高いエリアについては、新たに作成する

防災指針の中で、対応等を整理する。 

（参考２）防災指針について 

防災指針とは、

居住や都市機能の

誘導を図る上で必

要となる都市の防

災に関する機能の

確保を図るための

指針であり、災害

ハザードエリアに

おける具体的な取

組と併せて立地適

正化計画に定める

もの。 

（国土交通省「立地適正化計画作成の手引き」より） 

 都市機能誘導区域 

 主だった鉄道駅周辺を法定区域として設定。その他、本市の都市構造を示すものとして、

比較的都市機能の集積が少ない鉄道駅周辺、旧聖トマス大学（学びと育ちを支援する拠点）、

産業誘導区域（ＪＲ尼崎駅西部）を法定外の区域として設定。 

（参考１）本市における都市機能誘導区域の考え方 

 現行計画にも記載のとおり、都市機能を支える人口密度が保たれる見通しであること

から、居住誘導区域全体を都市機能誘導区域とみなすことも考えられるが、鉄道駅周辺には

都市機能を確保することが重要との観点から設定している。

（参考２）改定のイメージ 

 現行計画を踏まえつつ、小田南公園を含む大物駅周辺地区においては、新たな都市魅

力の発信や健康活動の拠点として、法定の区域として設定することを検討。 

 誘導施設 

 一定の都市機能は充足しているため、既存の都市機能の維持という観点から、都市機能

誘導区域内にある、周辺市や全市的な利用がある既存の施設（機能）を位置付けている。 

（参考）改定のイメージ 

 現行計画を踏まえつつ、大物駅周辺地区においては新たな誘導施設としてスポーツ施

設を位置付けることを検討。 

 誘導施策 

 現行都市計画マスタープラン、各種行政計画、これまでの取組等から居住誘導、都市機

能誘導に資する施策を記載。 

（参考）改定のイメージ 

 現行計画を踏まえつつ、現在改定中の第２章「分野別・地域別のまちづくり」より整

理することを検討。                        （以 上） 
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